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令和２年度１２月補正予算の概要について 
 

 

令和２年１２月２２日 

（単位：千円） 

一 予算規模 

 

 １ 一 般 会 計      

            補   正   額                     △１０,２５３ 

 

 

                   補 正 後 の 規 模                ６８０,１５８,３７０ 

 

 

                   前年度 12 月補正後予算との対比            ９２,４２３,７７３ 

                                      （１５.７％増） 

 

 

  《補正予算の財源》 

 

    特 定 財 源                               １,１１３,７１８ 

  

  国  庫  支  出  金                 ９９５,２５７ 

 

 

繰   入   金               ９４,１１６ 

 

 

県      債                 １６,９００ 

 

 

そ   の   他                     ７,４４５ 

 

 

    一 般 財 源                             △１,１２３,９７１ 

 

                      繰   入    金               △１,１２３,９７１ 
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 ２ 特 別 会 計 

 

＜債務負担行為＞ 

   能代港エネルギー基地建設用地整備事業特別会計              （１５,０００） 

 

   港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計           （１,３７５,０００） 

 

 

 ３ 企 業 会 計 

 

   電 気 事 業 会 計                            △４,１６２ 

 

   工 業 用 水 道 事 業 会 計                               ９９１ 

 

   下 水 道 事 業 会 計                            △７,９９２ 
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二 補正予算の主な内容 

  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対応に要する経費のほか、「第３期ふるさと秋

田元気創造プラン」に基づく事業、公共事業の発注を前倒しするための債務負担行為等について計上

した。 

 

 Ⅰ 新型コロナウイルス感染症への対応 

 

１ 感染拡大防止策と医療提供体制の整備 

 

（１）診療・検査医療機関体制整備事業                      １４４,５００ 

     新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備える 

ため、かかりつけ医等の身近な医療機関で受診・検査を実施する「診療・ 

検査医療機関」の体制を整備する。 

①診療・検査医療機関体制整備協力金支給事業       142,500 千円 

      感染防止策等を講じて診療・検査医療機関に指定された民間医療機関 

に対し、協力金を支給する。 

・支給対象 令和２年 12 月末までに指定された診療・検査医療機関 

（公立医療機関、公設仮設診療所を除く） 

  ・支 給 額 ①コロナの検体採取を実施する医療機関  ：500 千円 

②コロナの検体採取を実施しない医療機関：250 千円 

②診療・検査情報管理支援事業                        2,000 千円 

診療・検査医療機関における受診者数や医療資材の在庫状況等の取り 

まとめや国への報告事務に要する経費に対し助成する。 

・補 助 先 （一社）秋田県医師会 

  ・補 助 率 10/10（県 10/10） 

 

（２）修学旅行キャンセル料等支援事業                       ３０,７６２ 

     修学旅行を中止又は延期した場合の負担軽減を図るため、県立学校及び 

私立高校の保護者が負担するキャンセル料等について支援する。 

・補 助 先 県立学校：保護者 

私立高校：保護者を支援する学校法人 

 ・補 助 率 10/10（県 10/10） 

 ・限 度 額 １人当たり 12,060 円 

（行き先が東北管内の場合は 6,030 円） 
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  ２ 雇用の維持と事業の継続、県内経済の下支え 

 

（１）国内定期航空路線緊急支援事業                       １０４,９１９ 

①国内定期航空路線着陸料等支援事業          84,919 千円 

 航空会社が支払う国内定期路線の着陸料等の負担軽減を図るため、支 

援金を交付する。 

・補 助 先 民間航空会社 

・補助対象 航空会社が支払う空港着陸料等 

  ・補 助 率 秋 田 空 港 東 京 羽 田 線  4.5/10 

               札 幌 千 歳 線  4.5/10 

               大 阪 伊 丹 線  4.5/10 

               名古屋中部線   10/10 

        大館能代空港 東 京 羽 田 線   10/10 

  ・対象期間 令和２年８月１日から令和３年２月 28 日まで 

②大館能代空港東京羽田線２往復化支援事業       20,000 千円 

現在、１往復にとどまっている東京羽田線の利便性向上を図り、利用 

の回復を実現するため、追加運航に係る経費の一部等を支援する。 

・補 助 先 民間航空会社 

・補助対象 運航経費の一部、利用促進費 

  ・補 助 率 定額 

  ・対象期間 令和２年度中の約１カ月間 

 

 

 

 Ⅱ 「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づく事業 

 

（１）医療提供体制整備費補助事業                        ３３,１１６ 

へき地医療、がん診療等に要する設備整備を行う医療機関に対し助成する。 

①遠隔医療設備整備事業                    4,441 千円 

   ・補 助 先 由利本荘医師会病院 

   ・補 助 率 1/2（国 10/10） 

  ②へき地診療所設備整備事業                   2,475 千円 

   ・補 助 先 大潟村（大潟村診療所） 

   ・補 助 率 1/2（国 10/10） 

③へき地医療拠点病院設備整備事業             15,400 千円 

   ・補 助 先 男鹿市（男鹿みなと市民病院） 

   ・補 助 率 10/10（国 1/2、県 1/2） 

④がん診療施設設備整備事業                   10,800 千円 

   ・補 助 先 厚生連（平鹿総合病院） 

   ・補 助 率 1/3（県 10/10） 
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（２）災害時歯科保健医療提供体制整備事業                        ９,９４３ 

    災害時における歯科保健活動の実施体制を強化するため、歯科医師会が 

    行う設備整備に対し助成する。 

 ・補 助 先 （一社）秋田県歯科医師会、（一社）秋田市歯科医師会 

 ・補 助 率 10/10（国 10/10） 

 

（３）救急医療対策事業                                  ６,６１５ 

①ドクターヘリ運航事業                                   4,389 千円 

ドクターヘリの運航に必要な設備整備に対し助成する。 

   ・補 助 先 秋田赤十字病院 

   ・補 助 率 10/10（県 10/10） 

    ②小児救急電話相談事業                                 2,226 千円 

     子育て中の保護者の不安を軽減するため、子どものけが・急病時の対応 

方法に係る電話相談の受付時間を延長する。 

・相談時間：午後７時～翌午前８時（令和３年２月～） 

※現行は午後７時 30 分～午後 10 時 30 分 

 

（４）循環器医療体制機能分化・連携促進事業                      ７１,４９７ 

    循環器医療体制の機能分化・連携を促進し、県内で不足している不整脈治 

療の充実を図るため、県内病院が行う設備整備に対し助成する。 

  ・補 助 先 市立秋田総合病院 

  ・補 助 率 2/3（県 10/10） 

 

 

（５）在宅医療設備整備等補助事業                            ３,４７１ 

    在宅医療提供体制の強化に向けた設備整備に対し助成する。 

  ・補 助 先 民間医療機関 

  ・補 助 率 1/2・1/3（県 10/10） 

 

（６）医業承継支援事業                                 ２,７０１ 

   地域の医療提供体制の維持を図るため、診療所の後継者確保に向けた取組 

に対し助成する。 

     ・補 助 先 （一社）秋田県医師会 

     ・補 助 率 10/10（県 10/10） 

   ・事業内容 ニーズ調査、支援スキームの検討 等 

 

  （７）地域医療介護総合確保基金積立金                   １,７５３,１３３ 

    地域における医療・介護の充実を図るための事業に活用する基金の積み増 

しを行う。 

    ・積 立 額 17.5 億円（国 2/3、県 1/3） 
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（８）ＣＳＦ等緊急防疫対策事業                               ４６,５５７ 

     ＣＳＦ（豚熱）発生を予防するため、本県がワクチン接種推奨地域に指定 

された場合に備え、飼育豚への接種体制を整備する。 

   ・事業内容 ワクチン、資材（注射器、手袋等）の購入等 

 

  ＜債務負担行為＞ 

   ○向浜ふ頭用地造成事業（港湾整備事業特別会計）          （１,３７５,０００） 

    港湾施設の利用を促進し、地域産業の振興を図るため、ふ頭用地の整備を 

行う。 

    ・事業内容 埋立護岸工等 

    ・設定期間 令和３年度 

 

○ミュージアム活性化事業                             （４１,８１０） 

  県民に多彩な芸術鑑賞の機会を提供するため、県立美術館、近代美術館及 

び博物館において特別展を開催する。 

・事業内容 ルーヴル美術館の銅版画展、木村伊兵衛展、滝平二郎展 等 

    ・設定期間 令和３年度 

 

 

 

 Ⅲ 公共事業 

 

   国庫補助事業                               ５０,０００ 

    ・林    野 50,000（ 6,585,251 →  6,635,251） 

 

＜債務負担行為＞ 

   ○国庫補助事業                          （２,１２８,０００） 

・地方道路交付金事業（補修）  1,132,000 千円 

    ・地方道路交付金事業（改築）   590,000 千円 

    ・地方道路交付金事業（雪寒）   243,000 千円 

    ・海岸防災対策事業        163,000 千円 

 

   ○県単独事業                             （１,２５３,５００） 

・県単道路補修事業        804,200 千円 

・県単河川改良事業             211,000 千円 

・県単砂防事業             83,000 千円 

・県単河川等環境維持修繕事業     40,000 千円 

・県単道路改築事業         36,000 千円 

・県単道路除雪事業        35,000 千円 

・河川改良受託事業        30,000 千円 

・県単道路維持修繕事業        14,300 千円 
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   ○災害復旧事業                            （５５０,０００） 

    ・過年発生土木災害復旧事業    550,000 千円 

 

 

 

Ⅳ 人 件 費                               △２,３３０,８７１ 

 

人事委員会勧告及び実績見込みに基づき、給与費を補正する。 

   ・人事委員会勧告分   △370 百万円 

   ・実 績 見 込 み 分  △1,961 百万円 

 

 

 

Ⅴ その他 

 

  ＜債務負担行為＞ 

   ○広報事業                               （９６，８６８） 

    広報紙やテレビ等により、県政及び県議会の情報を提供する。 

①県広報 

 ・事 業 費 54,608 千円   

 ・設定期間 令和３年度 

    ②議会広報 

     ・事 業 費 42,260 千円 

     ・設定期間 令和３年度 

 

○知事選挙費                               （８,９７３） 

    令和３年４月 19 日の任期満了に伴い実施される知事選挙の啓発等を行う。 

 

○交通安全施設整備・維持管理事業                      （４０,０００） 

    消雪期の早い段階において、通学路の横断歩道等の再塗装を実施する。 

    ・設定期間 令和３年度 

 

○指定管理者制度導入施設の管理運営事業                   （３４,８３５） 

    令和３年度以降の管理に係る協定を締結する施設について設定する。 

 

 

 

 

 

 

施  設  名 契 約 締 結 期 間 債務負担行為額（千円） 

金属鉱業研修技術センター 令和３～７年度 34,835 


